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同         菅 嶋 公 尚

令和４年度荒尾市財政健全化審査意見について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２項の規定に

より、審査に付された令和４年度荒尾市の健全化判断比率及びその算定の基礎と

なる事項を記載した書類を審査したので、次のとおり意見を付し送付します。 



令和４年度 

荒 尾 市 財 政 健 全 化 審 査 意 見 書 

１ 審査の基準 

  この審査は、荒尾市監査基準に準拠して実施しました。 

２ 審査の種類 

  この審査は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第

２項に基づくものです。 

３ 審査の対象 

  令和４年度健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

４ 審査の評価項目 

  審査に付された健全化判断比率の算定の適法性及び算定の基礎となる事項を

記載した書類の適正性 

５ 審査の期間 

  令和５年８月３日から令和５年８月９日まで 

６ 審査の実施内容 

  審査に付された健全化判断比率及び算定の基礎となる事項を記載した書類を

各決算書等と照合し、評価項目について審査しました。 

７ 審査の結果 

 上記１から６までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、審査に付され

た健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも

関係法令に適合し、かつ、正確に作成されているものと認められました。 

８ 審査意見 

  健全化判断比率は、以下のとおりです。         （単位：％） 

健 全 化 判 断 比 率 令和４年度 令和３年度 早期健全化基準

①  実 質 赤 字 比 率 － － 13.02 

②  連結実質赤字比率 － － 18.02 

③  実質公債費比率 9.5 9.4 25.0 

④  将 来 負 担 比 率  53.4      12.1 350.0 

＊当年度においては、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、いずれも発生 

 しないために「―」と表記しています。 



 ①実質赤字比率は、標準財政規模に対する一般会計等の実質赤字額の比率

を示すもので、②の連結実質赤字比率とともに、１年間の資金調達を表す「直

接的な資金繰指標」です。 

令和４年度の実質赤字比率については、歳入総額 28,736,456 千円から歳出

総額28,436,892千円と翌年度に繰り越すべき財源121,033千円を差し引いた

実質収支額は 178,531 千円の黒字であるため、実質赤字比率は「－」となり

ます。 

また、実質収支額は前年度の 510,685 千円から 332,154 千円減少し、実質

収支比率については 1.44％となり、前年度の 4.04％から 2.60 ポイント低下

しています。 

 ②連結実質赤字比率は、標準財政規模に対する一般会計等に特別会計・企

業会計等を加えた「全会計の実質赤字額、資金不足額の比率」です。 

令和４年度の連結実質赤字比率は、実質収支額が一般会計等で 178,531 千

円、特別会計では、国民健康保険 103,340 千円、介護保険（保険勘定）162,458

千円、後期高齢者医療 11,551 千円、介護保険（介護サービス勘定）0 千円、

企業会計の資金剰余額が水道事業 762,311 千円、下水道事業 260,259 千円、

病院事業 2,523,351 千円となっており、連結実質収支額は 4,001,801 千円の

黒字であるため、連結実質赤字比率は「－」となります。 

前年度の連結実質収支の黒字額は 3,876,327 千円であったため、125,474

千円増加したことになりますが、これは、一般会計 332,154 千円、水道事業

会計 58,031 千円が減少したものの、病院事業会計 461,364 千円、介護保険（保

険勘定）46,909 千円、下水道事業会計 6,564 千円等が増加したことによるも

のです。 

 ③実質公債費比率は、標準財政規模に対する一般会計等が負担する元利償

還金及び準元利償還金の比率であり、３か年の平均値で表し、公債費の負担

から見た「間接的な資金繰指標」です。 

実質公債費比率の算定方法は、分子を一般会計等の地方債の元利償還金に

公営企業の地方債に充当した繰入金、一部事務組合の地方債に充当した補助

金・負担金、公債費に準ずる債務負担行為に係るもの等の合計額から特定額

を控除した額とし、分母を標準税収入額等、普通交付税額及び臨時財政対策

債発行可能額の合計額から特定額を控除した額として割合を求めます。 

令和４年度の実質公債費比率は、令和２年度から令和４年度までの３か年

平均の 9.5％で前年度より 0.1 ポイント上昇していますが、早期健全化基準

の 25.0％と比べると良好な比率となっています。 



 ④将来負担比率は、標準財政規模に対する一般会計等が将来負担すべき実

質的な負債の比率で、純負債に対して償還財源が用意できるかという「債務

償還能力指標」です。 

将来負担比率は、（将来負担額 33,670,017 千円－充当可能財源等

27,745,511 千円）÷（標準財政規模 12,337,328 千円－算入公債費等の額

1,259,402 千円）×100 で算出します。 

将来負担額の内訳は、一般会計等の地方債の現在高 18,003,475 千円、債務

負担行為に基づく支出予定額 65,047 千円、水道・病院・下水道事業の地方債

償還に充当する公営企業債等繰入見込額 12,592,353 千円、有明広域行政事務

組合の地方債償還に充当する組合負担等見込額 809,337 千円、一般会計等職

員の退職手当負担見込額2,198,872千円、第三セクター等の負債額933千円、

上記②の連結実質赤字額 0 千円です。 

充当可能財源等の内訳は、財政調整基金等 24 基金 9,202,316 千円、市営住

宅使用料等の充当可能特定歳入 467,498 千円、基準財政需要額算入見込額

18,075,697 千円です。 

令和４年度の将来負担比率は、上記の式により 53.4％となります。前年度

の 12.1％と比べると 41.3 ポイント上昇しています。これは、前年度に比べ

て充当可能財源等が1,379,775千円増加しましたが、将来負担額も5,917,832

千円増加したことによるものです。

将来負担額の増加は、債務負担行為に基づく支出予定額 17,960 千円等が減

少したものの、公営企業債等繰入見込額 5,357,378 千円、地方債の現在高

489,560 千円、退職手当負担見込額 81,959 千円、組合負担等見込額 6,950 千

円が増加したことによるものです。 

充当可能財源等の増加は、充当可能特定歳入 173,597 千円が減少しました

が、基準財政需要額算入見込額 987,432 千円、充当可能基金 565,940 千円が

増加したことによるものです。 

     以上のように、令和４年度においても健全化判断比率は、黒字のため発生

していない、あるいは早期健全化基準を下回る比率となっています。今後と

も健全な財政基盤の確立を進めていかれることを望みます。 



令 和 ４ 年 度 

荒尾市公営企業会計の 

経営健全化審査意見書

荒 尾 市 監 査 委 員 



荒監査 第１０２号 

令和５年８月１０日 

荒尾市長   浅 田 敏 彦  様 

荒尾市監査委員  近 藤 克 也

同     菅 嶋 公 尚 

令和４年度荒尾市公営企業会計の経営健全化審査意見について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、審査

に付された令和４年度荒尾市公営企業会計の資金不足比率及びその算定の基礎と

なる事項を記載した書類を審査しましたので、次のとおり意見を付し送付します。 



令和４年度 

荒 尾 市 経 営 健 全 化 審 査 意 見 書 

１ 審査の基準 

  この審査は、荒尾市監査基準に準拠して実施しました。 

２ 審査の種類 

  この審査は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項に基

づくものです。 

３ 審査の対象 

  令和４年度資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

４ 審査の評価項目 

  審査に付された資金不足比率の算定の適法性及び算定の基礎となる事項を記

載した書類の適正性 

５ 審査の期間 

  令和５年８月３日から令和５年８月９日まで 

６ 審査の実施内容 

  審査に付された資金不足比率及び算定の基礎となる事項を記載した書類を 

各決算書等と照合し、評価項目について審査しました。 

７ 審査の結果 

 上記１から６までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、審査に付され

た資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも関

係法令に適合し、かつ、正確に作成されているものと認められました。 

８ 審査意見 

  資金不足比率は、以下のとおりです。           （単位：％） 

会 計 名 
資 金 不 足 比 率 経営健全化 

基   準 令和４年度 令和３年度 

① 水 道 事 業 会 計 － － 

20.0 ② 下水道事業会計 － － 

③ 病 院 事 業 会 計 － － 

＊資金不足比率は、いずれも発生しないために「―」と表記しています。 



①水道事業会計においては、流動資産が1,033,926千円、流動負債は

549,444千円であり、前年度に比べると流動資産が172,590千円、流動負債

は102,464千円ともに減少しています。 

これは、流動資産では未収金が8,850千円増加したものの、現金預金180,916

千円等が減少したためです。また、流動負債では企業債12,094千円等が増加

したものの、未払金115,944千円が減少したためです。 

当年度の資金不足を国の示す基準から見ますと、流動資産1,033,926千円－

（流動負債549,444千円－控除企業債等277,829千円）となり、資金剰余額が

762,311千円になります。よって、令和４年度も資金不足はありません。 

②下水道事業会計においては、流動資産が430,209千円、流動負債は

675,507千円であり、前年度に比べると流動資産が55,323千円、流動負債は

71,359千円ともに減少しています。 

これは、流動資産では現金預金55,950千円が増加したものの、未収金

111,004千円等が減少し、流動負債では預り金5,125千円が増加したものの、

未払金66,696千円、企業債9,472千円等が減少したためです。 

当年度の資金不足を国の示す基準から見ますと、流動資産430,209千円－

（流動負債675,507千円－控除企業債等505,557千円）で、資金剰余額が

260,259千円になります。よって、令和４年度も資金不足はありません。 

③病院事業会計においては、流動資産が5,423,863千円、流動負債は

3,124,857千円であり、前年度に比べると流動資産が1,735,182千円、流動

負債は1,245,781千円ともに増加しています。 

これは、流動資産で未収金27,783千円、貯蔵品10,401千円等が減少したも

のの、現金預金1,782,403千円が増加したためです。流動負債では企業債

28,037千円等が減少したものの、未払金1,274,815千円、引当金352千円が増

加したためです。 

当年度の資金不足を国の示す基準から見ますと、流動資産5,423,863千円－

（流動負債3,124,857千円－控除企業債等224,345千円）で、資金剰余額が

2,523,351千円になります。よって、令和４年度も資金不足はありません。 

    いずれの会計も資金不足額が発生せず、資金不足比率が算定されていませんが、

今後の事業推進にあたっては、引き続き将来を十分に見据えた財政運営に努めてく

ださい。 


